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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和1年6月20日(2019.6.20)

【公開番号】特開2019-4492(P2019-4492A)
【公開日】平成31年1月10日(2019.1.10)
【年通号数】公開・登録公報2019-001
【出願番号】特願2018-154546(P2018-154546)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｒ   1/10     (2006.01)
   Ｈ０４Ｒ   1/32     (2006.01)
   Ｇ１０Ｋ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｒ    1/10     １０２　
   Ｈ０４Ｒ    1/32     ３１０　
   Ｇ１０Ｋ   15/00     　　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月10日(2019.5.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耳を囲んで頭部に接触する枠、及び該枠とヘッドフォンに設けられる一対のハウジング
のうちの一のハウジングとを接続するとともに前記耳を覆い、前記耳に対して通気性を有
する接続部を含む耳収容部を有し、
　前記接続部は、前記ハウジングに着脱可能な取付部を有する耳収容部品。
【請求項２】
　前記取付部は、前記ハウジングの凹み部に嵌め込まれる爪部を有する、請求項１に記載
の耳収容部品。
【請求項３】
　前記枠の各頂点のうち少なくとも２点は、同一平面上に位置しない、請求項１又は２に
記載の耳収容部品。
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